
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

資料－５ （2008/7/28）

第９回 琵琶湖湖南流域 

水害に強い地域づくり協議会

災害時要援護者支援対策について 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水害に備える

生命と財産を守る 

～迅速かつ安全な避難のために～

自力で守ることができる 

自力行動可能者

（自助：自分で守る）

自力で守ることが困難 

災害時要援護者
（共助：みんなで守る）
（公助：地域で守る）

災害時要援護者とは（資料－5－2、5－3、5－4） 

災害時要援護者支援体制（資料－5－5）

課題の抽出（資料－5－6、5－7） 

方策の検討項目（資料－5－8） 

災害時要援護者支援対策の流れ

支援 

資料－5－1 

1
 




 

    

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

資料－5－2 

●
災
害
時
要
援
護
者
と
は

要
援
護
者
の
対
象
者

区
分

支
援
が
必
要
と
な
る
一
般
的
な
要
因

必
要
な
配
慮
点

情
報
伝
達
の
配
慮
点
 

避
難
誘
導
時
の
配
慮
点
 

高 齢 者
 

特
に
疾
病
の
な
い
高

齢
者
、
独
居
高
齢
者
 

・
体
力
が
衰
え
行
動
機
能
が
低
下
し
て
い
る
場
合
や
、
緊

急
事
態
の
察
知
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
る
。
 

・
I

 T
機
器
等
を
使
っ
た
情
報
収
集
能
力
が
劣
る
。
 

・
迅
速
か
つ
分
か
り
や
す
い
情
報
伝
達
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
避
難
誘
導
を
支
援
し
て
く
れ
る
人
の
確
保
が
必
要
。
 

寝
た
き
り
高
齢
者
 

・
自
分
の
状
況
を
伝
え
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
 

・
自
力
で
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

・
本
人
、
家
族
、
支
援
者
へ
の
迅
速
な
情
報
伝
達
が
必
要
で
あ
る
。
・
車
イ
ス
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
等
の
移
動
用
具
を
確
保
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
が
、
確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、
お
ん
ぶ
し
た
り
、
毛
布
等

で
作
っ
た
応
急
担
架
等
に
よ
り
避
難
さ
せ
る
。
 

・
寝
台
設
備
、
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
で
き
る
避
難
所
へ
の
誘
導
が
必
要
で

あ
る
。
 

認
知
症
高
齢
者

・
自
分
で
判
断
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ

る
。

・
自
分
の
状
況
を
伝
え
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
 

・
家
族
、
支
援
者
へ
の
迅
速
な
情
報
伝
達
が
必
要
で
あ
る
。

・
簡
単
に
状
況
を
説
明
す
る
な
ど
、
本
人
を
安
心
さ
せ
、
落
ち
着
か
せ

る
よ
う
に
す
る
。

・
必
ず
誰
か
が
付
き
添
い
手
を
引
く
な
ど
し
て
移
動
さ
せ
る
。
（
一
人

に
は
し
な
い
）
 

心 身 障 害 者
 

視
覚
障
害
者
 

・
視
覚
に
よ
る
緊
急
事
態
等
の
覚
知
が
不
可
能
な
場
合
や

瞬
時
に
覚
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
 

・
日
常
の
生
活
圏
外
で
は
、
介
助
者
が
い
な
い
と
避
難
で

き
な
い
た
め
、
避
難
誘
導
等
の
援
助
が
必
要
で
あ
る
。

・
ラ
ジ
オ
な
ど
聴
覚
に
訴
え
る
情
報
伝
達
が
必
要
で
あ
る
。

・
白
杖
を
持
た
な
い
方
の
手
で
支
援
者
の
肘
の
上
を
掴
ん
で
も
ら
い
、

歩
行
速
度
に
気
を
つ
け
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
歩
く
。

・
盲
導
犬
を
伴
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
は
、
方
向
を
説
明
し
、
直
接
盲

導
犬
を
引
い
た
り
、
さ
わ
っ
た
り
し
な
い
。
 

聴
覚
障
害
者
 

・
音
声
に
よ
る
情
報
が
伝
わ
ら
な
い
（
視
覚
外
の
異
変
・

危
険
の
察
知
が
困
難
。
音
声
に
よ
る
避
難
誘
導
の
認
識

が
で
き
な
い
。）

・
必
ず
し
も
手
話
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

・
テ
レ
ビ
(
テ
ロ
ッ
プ
・
手
話
)
な
ど
視
覚
に
訴
え
る
情
報
伝
達
が
必

要
で
あ
る
。

・
手
話
、
筆
談
、
身
振
り
等
で
状
況
説
明
を
行
い
、
避
難
所
等
へ
誘
導

す
る
。
 

下
肢
等
不
自
由
者
 

・
自
力
歩
行
や
素
早
い
避
難
行
動
が
困
難
な
場
合
が
多
い

た
め
、
車
イ
ス
等
の
補
助
具
が
必
要
で
あ
る
。

・
本
人
、
家
族
、
支
援
者
へ
の
迅
速
な
情
報
伝
達
が
必
要
で
あ
る
。
・
車
イ
ス
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
等
の
移
動
用
具
を
確
保
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
が
、
確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、
お
ん
ぶ
し
た
り
、
毛
布
等

で
作
っ
た
応
急
担
架
等
に
よ
り
避
難
さ
せ
る
。
 

・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
た
避
難
所
へ
の
誘
導
が
必
要
で
あ
る
。

知
的
障
害
者
 

・
急
激
な
環
境
の
変
化
に
順
応
し
に
く
い
。
 

・
緊
急
事
態
等
の
認
識
が
不
十
分
な
場
合
や
環
境
の
変
化

に
よ
る
精
神
的
な
動
揺
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
 

・
具
体
的
に
、
わ
か
り
や
す
く
情
報
を
伝
え
る
。
 

・
絵
、
図
、
文
字
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
、
理
解
し
や
す
い
方
法
で

情
報
を
伝
え
る
。
 

・
必
ず
誰
か
が
付
き
添
い
手
を
引
く
な
ど
し
て
移
動
さ
せ
る
（
一
人
に

は
し
な
い
）
。

・
発
作
が
あ
る
場
合
、
主
治
医
も
し
く
は
最
寄
り
の
医
療
機
関
等
へ
相

談
し
指
示
を
受
け
る
。
 

災 害 時 弱 者
 

妊
産
婦
・
傷
病
人
 
・
行
動
機
能
が
低
下
し
て
い
る
が
、
自
分
で
判
断
し
行
動

で
き
る
。
 

・
本
人
、
家
族
、
支
援
者
へ
の
迅
速
な
情
報
伝
達
が
必
要
で
あ
る
。
・
避
難
誘
導
を
支
援
し
て
く
れ
る
人
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
医
療
設
備
の
あ
る
避
難
所
へ
の
誘
導
が
必
要
で
あ
る
。

乳
幼
児
・
児
童

・
危
険
を
判
断
し
、
行
動
す
る
能
力
が
な
い
。

・
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
保
護
者
が
い
な
い
児
童
も
い
る
。
 
・
家
族
、
支
援
者
へ
の
迅
速
な
情
報
伝
達
が
必
要
で
あ
る
。

・
保
護
者
と
と
も
に
避
難
す
る
。

外
国
人

・
日
本
語
の
会
話
、
読
み
書
き
と
地
理
的
把
握
が
困
難
で

あ
る
。

・
外
国
語
で
の
情
報
伝
達
や
避
難
行
動
の
支
援
者
が
必
要
で
あ
る
。
・
外
国
語
の
理
解
で
き
る
支
援
者
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
外
国
語
に
配
慮
が
な
さ
れ
た
避
難
所
へ
の
誘
導
が
必
要
で
あ
る
。
 

ま
と
め
：
災
害
時
要
援
護
者
に
配
慮
す
べ
き
事
項
 

○
本
人
、
家
族
、
支
援
者
な
ど
へ
、
わ
か
り
や
す
く
正
確
か
つ
迅
速
な
情
報
伝
達
が
必
要
で
あ
る
。

○
視
聴
覚
障
害
者
や
外
国
人
へ
の
情
報
伝
達
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
歩
行
の
困
難
な
人
や
手
話
・
通
訳
等
の
必
要
な
人
の
避
難
行
動
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
要
援
護
者
ご
と
に
必
要
な
特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
避
難
所
へ
の
誘
導
が
必
要
で
あ
る
。
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資料－5－3 

湖南圏域の要援護者数 

大津市 草津市 守山市 栗東市 野洲市 計 

① 人口総数 
332,427 118,365 69,784 63,817 50,014 634,407

（人） 

② 0～ 4 歳 15,633 6,047 4,165 4,695 2,554 33,094

（人） (4.7) (5.1) (6.0) (7.4) (5.1) (5.2) 

③ 65 歳以上（老齢人口） 62,855 19,037 10,100 8,519 8,854 109,365

（人） (18.9) (16.1) (14.5) (13.3) (17.7) (17.2) 

④ 外国人数 4,262 1,894 1,987 1,889 1,498 11,530

(人 ) (1.3) (1.6) (2.8) (3.) (3.0) (1.8) 

⑤ 身体障害者数 11,151 2,049 578 1,367 492 15,637

（人） (3.4) (1.7) (0.8) (2.1) (1.0) (2.5) 

⑥ 要援護者数（人） 93,901 29,027 16,830 16,470 13,398 169,626 

(②+③+④+⑤) (28.2) (24.5) (24.1) (25.8) (26.8) (26.7) 

⑦ 
世帯総数 111,336 49,778 23,543 20,648 16,589 221,894 

⑧ 65 歳以上親族のいる

核家族世帯数 

19,314 

(17.3) 

5,512 

(11.1) 

3,037 

(12.9) 

2,317 

(11.2) 

2,232 

(13.5) 

32,412 

(14.6) 

⑨ 65 歳以上夫婦のみの

世帯数 

10,982 

(9.9) 

2,960 

(5.9) 

1,657 

(7.) 

1,252 

(6.1) 

1,184 

(7.1) 

18,035 

(8.1) 

⑩ 65 歳以上単身者の世

帯数 

7,897 

(7.1) 

1,695 

(3.4) 

791 

(3.4) 

683 

(3.3) 

596 

(3.6) 

11,662 

(5.3) 

（ ）内は総数に対する割合％ 

出 典 
①～③ ： 住民基本台帳（栗東市 H20.3 大津市 ,草津市 H20.4）、統計書（野洲市 H12.10 守山市 H16） 
④ ： 統計書（草津市 ,守山市 ,栗東市 ,野洲市 H17年度 大津市 H18年度） 
⑤ ： 統計書（守山市 H17年度 大津市 ,栗東市 ,野洲市 H18年度 草津市 H19年度）
⑦～⑩ ： 平成 17年度国勢調査 （総務省統計局ホームページ)

【現状】 

○要援護者数は、総人口に対して約 4 人に 1 人である。 

○要援護者数約 17 万人に対して約 11 万人（約 64%）が 65 歳以上の高齢者となっている。 

○65 歳以上の夫婦のみの世帯及び単身者世帯の割合は約 13%程度となっている。

【留意点】 

★要援護者 1 人につき、支援が可能な人は約 3 人であり、自主防災組織等のきめ細かな

体制づくりが必要となる。

★65歳以上の高齢者について、特に 75 歳以上の高齢者への配慮が必要となる。 
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瓦沼市

井園λ量縄者慰札鈴9A.

矯布

:I ，悶Ii.λ

守山

件圃A壷姐宥娘 1別人

市

件函A壷臨書弧， 1.333人

野t州市

併圃人.臨書騒，民事λ

暑の億号読

資料－5－4 

国籍別外国人登録数 

ブラジル 韓国・朝鮮 中 国 ペルー ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
その他 合計

(ポルトガル語) (韓国語) (中国語) (スペイン語) (英語)

大津市 327 2,413 641 123 182 583 4,269

草津市 342 592 513 109 140 299 1,995

守山市 167 277 167 60 51 59 781

栗東市 465 285 225 216 81 61 1,333

野洲市 85 175 184 12 39 31 526

合 計 1,386 3,742 1,730 520 493 1,033 8,904 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 (人 )

大津市


草津市


守山市 ポルトガル語


栗東市 韓国語


野洲市 　　　　　　　　　　湖南圏域関係市
中国語

彦根市
スペイン語

英語
長浜市

その他

近江八幡市

甲賀市

湖南市

高島市

東近江市

米原市

出典：滋賀県 HP（滋賀県商工観光労働部国際課） 


平成19 年 12 月時点 
湖南地域で発行される 7 言語の情報誌 


【現状】 

○外国人居住者は多言語に渡っており、特にポルトガル語、韓国語を母国語とす

る人の割合が多い。

【留意点】 

★自分で判断・行動ができるような情報伝達が求められる。 

★ポルトガル語、韓国語による情報伝達に配慮する必要がある。 

★在留外国人の円滑な避難行動については、所属する企業・学校等に対して、事

前周知のための情報提供が有効と考えられる。 
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災
害
時
の
要
援
護
者
支
援
体
制

平
常
時
（
要
援
護
者
の
把
握
等
）
 

災
害
時
（
要
援
護
者
の
避
難
支
援
等
）
 

市
町
村 消
防
・
 

自
主
防
災
組
織

等

災
害
時
要
援
護

者
関
連
施
設
 

(
老
人
ホ
ー
ム
,

病
院
 ,
養
護
施
設

等
)

要
援
護
者
を
迅
速
か
つ
安
全
に
避
難
さ
せ

る
た
め
、
避
難
準
備
情
報
を
伝
達
す
る
と
と

も
に
、
特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
避
難
所
へ

の
誘
導
等
の
避
難
行
動
の
支
援
を
行
う
。

要
援
護
者
を
早
期
に
避
難
さ
せ
る
た

め
、
避
難
準
備
情
報
を
発
令
す
る
。
 

速
や
か
な
要
援
護
者
支
援
を
進
め
る
た
め
、
自

主
防
災
組
織
・
自
治
会
単
位
で
要
援
護
者
名
簿

を
共
有
す
る
。

地
域
で
要
援
護
者
の
安
全
を
確
保
す
る

た
め
、
支
援
体
制
を
事
前
に
整
備
す
る
。

（
支
援
す
る
人
・
支
援
す
る
た
め
の

物
・
避
難
場
所
の
提
供
等
）

水
防
警
報
、
洪
水
予
報
等
の
情
報
提
供

河
川
管
理
者
（
国
、
県
）
 

・
地
域
の
要
援
護
者
の
基
準
を
設
定
し
、
対
象
と
な
る
要
援
護
者
お
よ
び
避
難
誘
導
先
と
な
る
要
援
護
者
の
た

め
に
特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
避
難
所
を
把
握
す
る
た
め
、
事
前
登
録
制
度
を
推
進
し
、
要
援
護
者
名
簿
を

作
成
す
る
。
 

・
災
害
時
要
援
護
者
関
連
施
設
ご
と
の
対
象
区
分
お
よ
び
人
数
を
把
握
す
る
。

災
害
時
の
要
援
護
者
支
援
対
策
を

強
化
す
る
た
め
、
防
災
リ
ー
ダ
ー

の
育
成
、
防
災
訓
練
の
実
施
、
避

難
マ
ッ
プ
作
り
、
防
災
学
習
会
の

実
施
等
、
自
主
防
災
組
織
の
活
性

化
を
図
る
。
 

連 携

【
課
題
】
 

・
地
域
特
性
に
応
じ
た
災
害
時
要
援
護
者
の
選
定
基
準
を

明
確
化
す
る
必
要
が
あ
る
 

・
名
簿
登
録
率
を
高
め
る
方
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

・
名
簿
登
録
推
進
の
た
め
の
勧
奨
手
法
と
住
民
協
力
強
化

の
広
報
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

・
登
録
制
度
の
活
用
方
法
に
応
じ
た
名
簿
登
録
内
容
を
整

理
す
る
必
要
が
あ
る

テ
ー
マ
「
要
援
護
者
名
簿
の
作
成
」

【
課
題
】

・
要
援
護
者
名
簿
に
は
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
取
り
扱
い
に
は
注
意
を
要
す
る
 

・
名
簿
を
維
持
管
理
し
て
い
く
た
め
に
は
、
市
町
村
、
社
会
福

祉
協
議
会
、
民
生
委
員
、
介
護
士
等
、
官
民
双
方
で
共
有
し
、

名
簿
の
使
用
目
的
を
明
確
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

テ
ー
マ
「
要
援
護
者
名
簿
の
管
理
」

【
課
題
】
 

・
自
力
避
難
困
難
者
な
ど
へ
の
避
難
誘
導
支

援
方
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

・
要
援
護
者
名
簿
を
災
害
時
の
安
否
確
認
に

活
用
す
る
方
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

テ
ー
マ
「
要
援
護
者
の
避
難
支
援
」

【
課
題
】

・
避
難
準
備
情
報
の
発
令
基
準
を
明
確
に

す
る
必
要
が
あ
る

・
視
聴
覚
障
害
者
、
外
国
人
等
へ
の
情
報

伝
達
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る

テ
ー
マ
「
情
報
伝
達
の
確
立
」

【
課
題
】
 

・
要
援
護
者
名
簿
を
支
援
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

形
成
へ
の
活
用
に
利
用
す
る
必
要
が
あ
る

テ
ー
マ
「
要
援
護
者
名
簿
の
共
有
」

災
害
時
要
援
護
者
関
連
施
設
の
安
全
性
を
把
握

す
る
。
 

【
課
題
】

・
要
援
護
者
を
集
団
で
避
難
さ
せ
る
た
め
の
要
員

と
車
両
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

資料－5－5 
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資料－5－6 

要援護者支援対策に関する課題

テーマ 課題・対応方策等 具体的内容 検討すべき項目 

【地域特性に応じた災害

時要援護者の選定基準を

明確化する必要がある】 

■福祉部局が管理する平時の弱者と災害時要

援護者の範囲が同一とはかぎらない。 

■「外国人」、「乳幼児」、「妊産婦」を含むかど

うかの判断があいまいである。

■多くの自治体が、「高齢者」、「障害者」に限

定しているが、その中でも介護認定度で制約

を加える場合もある。

○要援護者基準の設定 

【名簿登録率を高める方

策 を 検討 す る必 要 があ

る】

・行政管理名簿共有方式 

・登録同意方式

・手あげ方式 

■現在全国の 18%程度の自治体が要援護者名

簿を作成している  *1 が、ほとんどの自治体が
「手上げ方式」「同意方式」を採用しており  
*2、登録率の伸び悩み  *3 と、今後の使用目的
に順応できるかが疑問視されている。 

○要援護者名簿の作成方法

要援護者の 

把握

【名簿登録推進のための

勧奨手法と住民協力強化

の広報策を検討する必要

がある】

■自治体による登録制度の周知方法について

は公報に任せる場合が多く、自治会等地域住

民の協力体制を図る工夫が不足している。

■殆どの住民が要援護者の意味を理解できな

いことから、積極的な勧奨協力を得られてい

ない。 

○要援護者名簿の作成方法

○要援護者本人の手上げの

推奨

【登録制度の活用方法に

応じた名簿登録内容を整

理する必要がある】

■自治体によって登録内容に違いがあり、個人

の状態、必須用品、指定公開先など内容の範

囲が一定ではない。

■このことは、登録の目的とその効果が明確に

理解されていない  *4 ことが問題である。 

○要援護者名簿の管理 

【官民双方による名簿の

共有化とその目的を明確

化させる必要がある】

■手上げ方式では、対象者の全てを網羅するこ

とは困難であり、行政管理名簿を福祉・消

防・警察と共有できるか、登録の勧奨を強化

する必要がある。

■自治会等では、民間レベルでの暗黙の了解に

基づく名簿づくりが可能であり、個人情報保

護のルールに抵触しない範囲での自主的な

管理*5 も望まれる。

○要援護者名簿の共有 

○普段からの近所づきあい

情報伝達

【避難準備情報の発令基

準を明確にする必要があ

る】

■要援護者の避難開始の判断となるのは「避難

準備情報」であるが、避難勧告も含め、その

発令基準が明確化されていないことから、情

報発令を見送ってしまった自治体が数多く、

基準を設定するとともに、情報を迅速かつ正

確かつに伝達する体制を整える必要がある。

○避難準備情報発令基準の

設定

○情報伝達手段の整備 

○情報連絡体制の充実 

【視聴覚障害者、外国人

等への情報伝達手段を確

立する必要がある】

■手話・テロップ・外国語など、視聴覚に障害

のある人や外国人に情報を伝達する手段が

整備されていないことから、要援護者への確

実な情報伝達が欠如している。

○情報伝達手段の整備 

○情報連絡体制の充実 

【自力避難困難者などへ

の避難誘導支援方法を検

討する必要がある】

■地域内の自力避難困難者への支援を行うに

あたって、事前に歩行補助、輸送手段、臨時

避難場所設置等の準備計画が必要である。

○バリアフリーのまちづく

り 

○避難支援者体制の整備

【要援護者名簿を災害時

の安否確認に活用する方

法 を 検討 す る必 要 があ

る】

■災害時にすべての住民が避難所に入所する

とは限らないことから、歩行困難者の近隣一

時避難場所や在宅被災者の安保確認のため

の基礎データとして要援護者名簿を活用す

る必要がある。 

○積極的な情報収集 

避難支援
【要援護者名簿を支援者

のネットワーク形成への

活用に利用する必要があ

る】

■要援護者名簿は、民生委員や介護士、さらに

自主防災会等の予定される協力者間の連携

を図る共通資料として、複数での要援護者管

理と支援計画が可能となる。また、一般住民

からの協力を集めるための資料ともなる。

○要援護者名簿の管理 

○自主防災組織の活性化

【要援護者を集団で避難

させるための要員と車両

を確保する必要がある】 

■老人ホーム、養護施設等の要援護者関連施設

から、集団で避難所へ移送するにあたって

は、避難行動を支援する要員の確保およびマ

イクロバス等の車両の確保を行っておく必

要がある。

○避難支援者体制の整備

*：資料－5－7「金沢大学のアンケート調査結果」参照 （数値は同資料の丸数値に対応）  
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資料－5－7 

●金沢大学のアンケート調査に見られる要援護者リスト作成の課題 

『2007 年、全国市町村と東京  23 区の合計  1,826 自治体に対する「災害弱

者名簿作成実態調査」の概要』 （回答自治体  1,400 回収率  76.7%）

②

① 


■「作成していない」「作成する予定はない」

自治体が 55.0%と過半数を超え、リスト作

成が遅れている状況にある。

③ ④ 


■自治体職員、住民ともに要援護者対策の必要性を認識

しているが、個人情報保護等の問題を擁している。 

⑤ 
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要
援
護
者
支
援
の
検
討
項
目
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検
討
項
目
 

公
助
（
行
政
）
 

共
助
（
自
主
防
災
組
織
等
）
 

自
助
（
個
人
）
 

要
援
護
者
の
把
握
 

□
要
援
護
者
基
準
の
設
定

・
心
身
障
害
者
、
高
齢
者
、
妊
産
婦
、
乳
幼
児
、
外
国
人
等
、
要

援
護
者
と
し
て
の
対
象
者
を
明
確
に
す
る
。

□
要
援
護
者
名
簿
の
作
成
方
法

・
共
有
方
式
、
手
上
げ
方
式
、
同
意
方
式
そ
れ
ぞ
れ
に
課
題
が
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、迅
速
か
つ
正
確
な
名
簿
の
作
成
方
法
を
検
討

す
る
。
 

□
要
援
護
者
名
簿
の
管
理

・
入
転
居
、
死
亡
等
に
よ
る
名
簿
管
理
を
継
続
す
る
方
策
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
 

□
要
援
護
者
名
簿
の
共
有

・
要
援
護
者
名
簿
を
消
防
、
警
察
、
社
協
、
民
生
委
員
、

自
主
防
災
組
織
、
町
会
等
と
共
有
す
る
必
要
が
あ
り
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
の
解
消
を
図
る
方
策
を
検
討
す

る
。

□
普
段
か
ら
の
近
所
づ
き
あ
い

・
要
援
護
者
名
簿
が
な
く
て
も
、
近
所
の
要
援
護
者
を
把

握
で
き
る
ほ
ど
の
つ
き
合
い
方
を
模
索
す
る
。
 

□
要
援
護
者
本
人
の
手
上
げ
の
推
進

・
支
援
者
が

 1
00
%助
け
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

理
解
し
て
も
ら
い
、
要
援
護
者
本
人
に
手
上
げ
し
て
も

ら
う
方
策
を
検
討
す
る
。

情
報
伝
達
 

■
避
難
準
備
情
報
発
令
基
準
の
設
定

・
各
要
援
護
者
お
よ
び
各
地
区
の
特
性
に
応
じ
た
避
難
判
断
水
位

を
検
討
す
る
。
 

■
情
報
伝
達
の
整
備

・
広
報
車
、
防
災
行
政
無
線
等
、
情
報
伝
達
手
段
の
拡
充
を
図
る

方
策
に
つ
い
て
、
特
に
視
聴
覚
障
害
者
、
外
国
人
等
へ
の
対
応

を
検
討
す
る
。
 

□
情
報
連
絡
体
制
の
充
実

・
要
援
護
者
あ
る
い
は
支
援
者
に
迅
速
か
つ
正
確
な
情
報

伝
達
を
行
う
た
め
、
自
主
防
災
組
織
、
町
会
等
に
よ
る

情
報
連
絡
網
の
作
成
を
促
す
。

・
介
護
関
係
者
、
外
国
語
講
師
等
と
の
連
携
に
よ
る
、
視

聴
覚
障
害
者
、
外
国
人
等
へ
の
対
応
の
充
実
を
検
討
す

る
。

・

 CA
TV
や

 F
M
な
ど
、
地
域
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
方
法
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

□
積
極
的
な
情
報
収
集

・
要
援
護
者
本
人
が
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
に
よ
り
、
積
極

的
に
情
報
収
集
し
て
も
ら
う
広
報
手
段
を
検
討
す
る
。

・
要
援
護
者
本
人
か
ら
安
否
情
報
を
発
信
し
て
も
ら
う
た

め
、
災
害
用
伝
言
サ
ー
ビ
ス
等
の
広
報
手
段
を
検
討
す

る
。
 

避
難
支
援
 

■
自
主
防
災
組
織
の
活
性
化

・
い
ざ
と
言
う
と
き
に
備
え
、
出
前
講
座
の
実
施
、
避
難
訓
練
の

支
援
等
、自
主
防
災
組
織
の
活
性
化
を
支
援
す
る
方
策
を
検
討

す
る
。
 

□
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
ま
ち
づ
く
り
 

・
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
、
音
声
信
号
、
歩
道
拡
幅
、
ス
ロ
ー
プ
の
整
備

な
ど
、要
援
護
者
が
安
全
に
避
難
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
。
 

□
避
難
支
援
者
体
制
の
整
備
 

・
要
援
護
者
の
避
難
を
支
援
で
き
る
人
達
の
名
簿
作
成
等
、

避
難
支
援
者
体
制
の
整
備
を
検
討
す
る
。

・
要
援
護
者
関
連
施
設
等
か
ら
集
団
で
避
難
さ
せ
る
た
め

の
要
員
、
車
両
等
の
確
保
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

□
地
域
の
避
難
所
 

・
要
援
護
者
が
指
定
避
難
所
に
行
く
こ
と
が
困
難
で
も
、

近
隣
の
知
人
宅
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
高
層
階
宅
な
ど
、
地

域
で
避
難
で
き
る
場
所
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。

□
避
難
意
識
の
高
揚

・
避
難
準
備
情
報
が
発
令
さ
れ
た
ら
即
座
に
避
難
す
る
よ

う
な
仕
組
み
づ
く
り
を
検
討
し
、
情
報
が
空
振
り
に
終

わ
っ
て
も
災
害
が
起
こ
ら
な
く
て
良
か
っ
た
と
思
う
意

識
を
持
た
せ
る
よ
う
な
広
報
手
段
を
検
討
す
る
。

資料－5－8

■
水
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
協
議
会
で
検
討
し
て
い
く
項
目
 

□
市
町
村
、
自
主
防
災
組
織
等
が
検
討
し
て
い
く
項
目
 


